
（※１ 上記税額控除は、税額の20％が限度。但し、４年間の繰り越しが可能。）

特別償却 ～26年3月末 ～28年3月末

機械装置 即時償却 50％

建物・構築物 25％

税額控除 ～26年3月末 ～28年3月末

機械装置 15％

建物・構築物 ８％

雇用等している被災者に対する給与等支給額の10％を税額控除（※２） （※２ 税額の２０％が限度）

研究開発税制(法39条) 開発研究用資産について即時償却 開発研究用資産の即時償却した減価償却費の12％を税額控除（通常８～10％）

特別償却
又は

税額控除
（法37条）

（１）被災地の雇用機会の確保のための税制上の特例措置

復興産業集積区域内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者又は法人（「新規立
地促進税制」は法人のみ）を対象として、以下の思い切った税制上の特例措置を創設。

（～28年3月末）

税制上の特例措置

（※１）選択
適用

（２）地方公共団体の地方税に係る課税免除又は不均一課税による減収に対する補塡措置(法43条)

復興産業集積区域内における（１）の地域の雇用機会の確保に寄与する事業に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除又
は不均一課税を行った場合の地方公共団体の減収に対し、震災復興特別交付税により補塡。（事業税・固定資産税は投資から５年）

（～28年3月末）

新設法人の再投資等準備金積立額の損金算入
（指定後５年間、所得金額を限度）

再投資等した場合の即時償却
（再投資等準備金残高を限度）

新規立地新設企業（※３）
を５年間無税に

（※３ 雇用に大きな被害が生じた地域を有する地方公共団体が設置する復興産業集積区域内に限る。）

茨城産業再生特区計画における税制上の特例措置茨城産業再生特区計画における税制上の特例措置

1

い
ず
れ
か
選
択
適
用

法人税等の特別控除(法38条)

新規立地
促進税制

(法40条)



経済的波及効果の高
い企業立地等によりＡ
市の雇用創出に寄与

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくさ
れ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域

復興推進計画作成地方公共団体が、各種データや調査結果
に基づき同計画において特定し、国が認定する。

復興産業集積区域（戦略的に特定の業種の集積を推進する区域）

復興推進計画作成地方公共団体が、
同計画において定める

①新規立地新設企業５年間無税(法人のみ)

＝

＝

②投資に係る特別
償却・税額控除

③雇用している被
災者への給与等支
給額の10%を税額
控除

④研究開発税制
の特例

復興産業集積区域

復興産業集積区域 通勤

Ａ市

Ｂ市

Ｃ町

通勤可能圏への企
業立地等によりＡ市
の雇用創出に寄与

日常的取引
関係等

※Ｂ市又はＣ町が特例の
対象となるのは、

・県がＡ市とＢ市又はＣ町
を区域に含む計画を作成
する場合

・Ａ市とＢ市又はＣ町が共
同で計画を作成する場合

産業集積関係の税制上の特例の対象となる地域のイメージ

⑤地方税の課税免
除又は不均一課税
に伴う措置

2



被災地における投資促進、雇用促進の観点から、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生
産活動の基盤に著しい被害を受けた地域を有する認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域内における新規
立地新設企業の立上げを支援するため、復興産業集積区域内に新設され、指定を受けた法人において、指定後５年間、
課税が発生しないよう次の措置を講ずる。
(1)  復興産業集積区域内において、平成28年３月31日までの間に指定を受けた法人（注）が、指定の日から同日以後５

年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において、所得金額を限度として再投資等準備金として積み
立てたときは、その積立額を損金の額に算入できる制度を創設する。

(2) 復興産業集積区域内で機械又は建物等に再投資等を行った事業年度において、準備金残高を限度に特別償却
できる（準備金の範囲で即時償却）制度を創設する。

(注) 対象法人は次の要件をすべて満たす法人
・ 復興産業集積区域を規定する復興推進計画の認定の日以後に設立されたこと
・ 被災者を５人以上雇用し、かつ、給与等支給額の総額が1，000万円以上であること
・ 認定復興推進計画に記載された事業のみを行う法人であること
・ 復興産業集積区域内に本店を有すること
・ 積立てを行う事業年度において復興産業集積区域外に事業所等を保有しないこと
・ 指定を受けた事業年度に事業の用に供するために取得等をした機械又は建物等の取得価額が3億円以上（中小法人等は3,000万円以
上）であること

(注) 本措置＜法４０条＞、事業用設備の特別償却等＜法３７条＞、法人税等の特別控除＜法３８条＞はいずれかの選択適用

復興産業集積区域における新規立地促進税制（新規立地新設企業を５年間無税とする措置）

3

法４０条

※本措置は法人のみが対象となります。



東日本大震災復興特別区域法の施行日から平成28年３月31日までの間に、指定を受けた個人事業者又は法人（注１）

が復興産業集積区域において取得等した事業用設備等について、特別償却又は税額控除ができる。

○機械又は装置：即時償却又は取得価格の15％の税額控除（注 ２）

（取得価格の50％の特別償却又は15％の税額控除（注２）（26年４月１日～28年３月31日））

○建物 ：取得価格の25％の特別償却又は８％の税額控除（注２）

（注 １） 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業を

行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

（注２）当期の税額の20％相当額を限度。なお、20％相当額を超えた部分の金額については、４年間、繰越控除できる。

（注３）本措置＜法３７条＞、新規立地促進税制＜法人のみ、法４０条＞、法人税等の特別控除＜法３８条＞はいずれかの選択適用。

復興産業集積区域における特別償却又は税額控除

4

法３７条

※ 個人事業者の場合は所得税



○平成28年３月31日までに指定を受けた個人事業者又は法人（注 １）が、指定を受けた日から５年の間の復興産業集積区域内の
事業所における被災被用者（注 ２）に対する給与等支給額の10％を税額の20％を限度として控除できる。
（注１） 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業を

行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

（注２）雇用されている被災者。被災者は次のいずれか。

①平成23年３月11日時点で特定被災区域内の事業所で勤務していた者

②平成23年３月11日時点で特定被災区域内に居住していた者

（注３）本措置＜法３８条＞、新規立地促進税制＜法人のみ、法４０条＞、事業用設備の特別償却等＜法３７条＞はいずれかの選択適用。

被災被用者に対する
給与等支給額

× 10％の税額控除

法
人
税
額

税額控除

納税額

※ 復興産業集積区域にお

ける研究開発税制の特例 ⇒
等も併せて適用可能

復興産業集積区域における法人税等の特別控除

5
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※

個
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事
業
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の
場
合
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得
税
額



(１) 平成28年３月31日までの間に復興産業集積区域において、指定を受けた個人事業者又は法人（注 １）が取得等し

た開発研究用減価償却資産について、普通償却限度額に加え、取得価額まで特別償却ができる（即時償却）。

(２) (１)の対象となる開発研究用減価償却資産の減価償却費を、特別試験研究費として研究開発税制を適用。（12％

の税額控除）
(注 1) 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の

確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

(注 2) 現行の研究開発税制は、試験研究費割合に応じて８～10％の税額控除。特別試験研究費（大学等との共同研究等）は一律12％

の税額控除。

復興産業集積区域における研究開発税制の特例等

6
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復興産業集積区域内において、認定地方公共団体の指定を受けた個人事業者又は法人（注１）に対

して、認定復興推進計画に記載された産業集積の形成等に資する事業に係る事業税、不動産取得税

又は固定資産税の課税免除又は不均一課税を行った場合、当該地方公共団体の減収に対して、震

災復興特別交付税により補塡する措置を講ずる。

（注１） 東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域

における雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として指定を受けた個人事業者又は法人。

平成28年３月31日までの間に、認定
地方公共団体の指定を受けた個人
事業者又は法人（注１）が復興産業集
積区域内において施設又は設備の
新設又は増設

地方団体が地方税法第６条に基づ
く課税免除又は不均一課税を実施

・事業税
・不動産取得税
・固定資産税

減収が発生 減収額※を震災復興特別
交付税の算定の基礎に算入

事業税又は固定資産税の減収額は、最初の年度以降
５ヵ年度分を対象とする。

※

復興産業集積区域における地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置

7

法４３条


